	
	
	
	

	
	
	
	


特別指導記録 ＜高齢運転者＞

貨物自動車運送事業 安全規則第10条第2項の三による

	選任運転者名
	生年月日
	選任日（又は入社日）

	
	
	
	年
	
	月
	　
	日
	
	
	年
	
	月
	
	日

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	高齢運転者：高齢者（６５才以上の者をいう。）。

適齢診断：６５才に達した運転者には、１年以内に受診させ、以後３年以内ごとに受診させること。

特別指導：適性診断の結果を踏まえ、加齢に伴う身体機能の変化の程度に応じた安全な運転方法等に

　　　　　　　　　ついて運転者自ら考えるよう指導する。（適性診断から１カ月以内）


	実　施　内　容
	実施確認
	指導者

	１回目
	実施時の運転者の年齢
	
	才　　　次回の実施年
	
	年
	
	月
	年 月 日
	

	
	
	
	

	２回目
	実施時の運転者の年齢
	
	才　　　次回の実施年
	
	年
	
	月
	年 月 日
	

	
	
	
	

	３回目
	実施時の運転者の年齢
	
	才　　　次回の実施年
	
	年
	
	月
	年 月 日
	

	
	
	
	

	４回目
	実施時の運転者の年齢
	
	才　　　次回の実施年
	
	年
	
	月
	年 月 日
	

	
	
	
	


※　実施後、運転者台帳に記載し、添付・保管すること

